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○平成25年の農業・畜産産出額

農業産出額
８兆４，６６８億円

◎平成２５年から令和５年の１０年間で

農業産出額は１１２％、

畜産の産出額は１３７％に増加

※

※

資料：農林水産省「令和５年農業総産出額（全国）」
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農業産出額
９兆４，９５２億円

○令和５年の農業・畜産産出額

・ 令和５年の農業産出額は９兆４,９５２億円。うち畜産は３兆７,２１２億円となっており、産出額の約３９％を占める。

（畜産の産出額に占める割合： 生乳：２２％、肉用牛：２１％、豚：１９％、鶏：３２％）

・ １０年前（平成２５年）と比べ、額で１兆１２０億円、農業生産額に占めるシェアで７ポイント増加。

我が国の農業における畜産の地位
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注：都道府県別の全国合計値は中間生産物（子豚等）が重複計上されているため、前ページの数値とは一致しない。

資料：農林水産省「令和５年農業産出額（都道府県別）」
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計 ２兆５,０９７億円

÷３兆７,６８５億円（全国）≒６６．６％

産出額を都道府県別に見ると、１,０００億円以上が11道県（北海道、青森県、岩手県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、愛知県、熊本県、宮崎

県、鹿児島県）となっており、この11道県で全国の約６７％を占める。

畜産の都道府県別産出額
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子牛を産んだ乳用牛の雌牛から、｢生乳（せいにゅう）｣を搾乳（さくにゅう）し、飲用牛乳やバター、チーズ、ヨーグルトなどの
乳製品を生産。
・ 乳用牛が１年間に生産する生乳は、平均で約9,000kg（S40年は現在の半分の約4,300kg）。平均搾乳日数には360日程度。

なお、令和６年度の我が国の生乳生産量は737万トン。
注：生産物である生乳は、リットルなどではなくキログラムやトンで数えます。

ホルスタイン種 ジャージー種

「種雄牛（しゅゆう
ぎゅう）」は、雌に交
配するための精液を
生産するための雄牛。

家畜人工授精（か
ちくじんこうじゅせい）
により、沢山の雌牛
と交配できるため、
精液販売の専門業
者など、限られたとこ
ろでしか飼養されて
いない。

我が国で飼養されている乳用牛
の約99％がホルスタイン種。

種雄牛

乳用牛（雌牛）

写真提供：（公社）中央畜産会

写真提供：（一社）全国肉用牛振興基金協会

我が国ではホルスタイン種の次に頭数が多いが、その数は
約1.2万頭。ホルスタイン種に比べ、乳量は少ないが、乳脂率
が高いという特徴がある。

主に岡山県の蒜山（ひるぜん）高原、熊本県の小国（おぐに）
などで飼養されている。

家畜・家きんの種類：乳用牛
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黒毛和種
○ 在来牛にブラウンスイス種等を交配して改良が進め
られた品種。
○ 被毛色は黒褐単色。和牛全体の約97%を占め、肉質
は特に脂肪交雑（いわゆる「サシ」）の面で優れる。

褐毛和種
○ 熊本県と高知県で飼われていた朝鮮牛を基礎とした
在来牛にシンメンタール種等を交配して改良が進められ
た品種。
○ 被毛色は黄褐色から赤褐色。耐暑性に優れ、粗飼料
利用性も高い。主産県は熊本県及び高知県。

日本短角種
○ 東北地方北部で飼われていた南部牛にショートホー
ン種を交配して改良が進められた品種。
○ 被毛色は濃褐色。耐寒性に優れ、粗飼料利用性も高
い。主産県は岩手県。

ホルスタイン種（ ）
○ 酪農経営の副産物である雄牛を肥育。肉
質の点で輸入牛肉と競合。

黒毛和種( )×ホルスタイン種( )
○ 乳用種の雌牛に、肉質向上を目的として、
肉専用種である黒毛和種の雄牛を交配し生産。

※「乳用種」、「交雑種」の子牛は酪農経営で生産される。

和牛（４品種）

この他、外国種（アンガス、ヘレフォードなど）も

無角和種
○ 在来牛にアバディーンアンガス種を交配して改良が
進められた品種。
○ 被毛色は黒色で黒毛和種より黒味が強い。粗飼料利
用性が高い。主産県は山口県。

肉専用種 乳用種

交雑種（Ｆ１）

・ 肉用牛には３種の区分があり、それぞれ「肉専用種」「乳用種」「交雑種（Ｆ１）」と呼ばれている。
・ 「肉専用種」は牛肉を生産する目的で改良された牛。「乳用種」は酪農経営の副産物である雄牛で、牛肉生産向けに肥育（ひ

いく）されている牛。「交雑種」は乳用種の雌牛と肉専用種の雄牛を交配して生産される牛で、乳用種よりも脂肪交雑（サシ）が
入りやすい。

家畜・家きんの種類：肉用牛
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写真提供：肉専用種は家畜改良センター

交雑種は（一社）全国肉用牛振興基金協会  

乳用種は（公社）中央畜産会



デュロック種

写真提供：（一社）日本養豚協会

英国原産。
発育性（増体）は劣るが、
肉質（きめ細かさ・柔らか
さ）が良いのが特徴で、
「黒豚」と呼ばれている。
鹿児島が主産県。

ランドレース種

英国原産。
赤肉率が高く、加工
品の原料として高い
評価を得ている。

デンマーク原産。
背脂肪が薄く赤肉率も高く、
発育も極めて早いのが特
徴。

バークシャー種大ヨークシャー種

米国原産。
顔は長めで、顔面は
わずかにしゃくれ、色
は褐色。雄系品種と
して飼養頭数も多い。

・ 養豚は主として、異なる品種を掛け合わせることによってそれぞれの両親や祖父母が持つ特徴を活かして、肉質、発育

性、多産性などを向上させ、経済効率を高めながら、豚肉生産が行われている（三元交配（さんげんこうはい）など）。

・ また、純粋種としても生産され、我が国では「黒豚（バークシャー種）」が有名。

家畜・家きんの種類：豚
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・ 鶏には、主として、卵を生産する「卵用種」と、ブロイラーなど肉用として飼養される「肉用種」がある。

･ 在来種に、その特徴を生かしつつ卵の生産性の高い品種などを交配することにより、｢地鶏｣の生産が行われている。

※ 「卵肉兼用種」もある。

家畜・家きんの種類：鶏

白色レグホン
代表的な卵用種。

産卵数は供用初年度
で250～290個と多産。

白色プリマスロック
この雌と「白色コー

ニッシュ」という品種
の雄を掛け合わせ
たものが、ブロイ
ラーの主流。

比内地鶏
写真は比内鶏

（在来種）。この雄
と「ロードアイラン
ドレッド」という品
種の雌を掛け合
わせて「比内地
鶏」という銘柄で
食用に供されてい
る。

写真提供：（独）家畜改良センター

卵用種 肉用種

卵肉兼用種

横斑プリマスロック
代表的な卵肉兼用種。産卵

数は卵用鶏と遜色なく多産。
食肉としても美味。

（独）家畜改良センターが開発
した「岡崎おうはん」がある。
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29 30 31
31参考値
※注４

令和２
※注５

3 4 5 6 7

乳用牛飼養戸数（千戸） 16.4 15.7 15.0 14.9 14.4 13.8 13.3 12.6 11.9 11.3
　（対前年増減率）（％） (▲3.5) (▲4.3) (▲4.5) － (▲3.4) (▲4.2) (▲3.6) (▲5.3) (▲5.6) (▲5.0)

うち成畜50頭以上層(千戸) 6.4 6.2 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.6 5.5 5.4
戸数シェア（％） (40.6) (41.1) (40.8) (40.6) (41.3) (42.9) (44.5) (45.3) (46.8) (48.5)

乳用牛飼養頭数（千頭） 1,323 1,328 1,332 1,339 1,352 1,356 1,371 1,356 1,313 1,293
　（対前年増減率）（％） (▲1.6) (0.4) (0.3) － (1.0) (0.3) (1.1) (▲1.1) (▲3.2) (▲1.5)

うち 経産牛頭数（千頭） 852 847 839 841 839 849 862 837 826 820

471 481 492 499 513 507 510 519 486 473
うち成畜50頭以上層(千頭) 934 961 962 981 999 1,026 1,057 1,054 1,048 1,046
頭数シェア（％）※注２ (73.4) (75.3) (75.9) (74.2) (74.6) (76.6) (78.2) (78.8) (80.7) (81.8)

一 戸 当 た り  全  国 54.3 56.1 58.3 57.6 59.9 62.9 66.3 68.0 70.6 73.9
経産牛頭数（頭）  北海道 76.4 78.8 82.2 78.2 81.1 84.7 89.1 90.0 93.0 97.4
※注３  都府県 40.5 41.8 42.9 44.1 45.2 47.5 50.1 51.6 53.9 55.8
経産牛一頭当たり  全  国 8,581 8,636       <8,767>※注６ 8,806 8,938 8,871 8,809 8,957 ー
乳量（㎏）※注６  北海道 8,518 8,568 <8,945> 8,943 9,066 8,946 8,901 9,087 ー

区　分　／　年

うち 未経産牛
　　（乳用後継牛）頭数（千

乳用牛飼養戸数・頭数の推移

・ 飼養戸数は、年率３～５％程度の減少傾向で推移。
・ 飼養頭数は、平成30年から増加傾向で推移してきたが、令和５年以降減少。

・ 一戸当たり経産牛飼養頭数は前年に比べ増加傾向で推移しており、大規模化が進展。

・ また、改良により、一頭当たりの乳量は増加傾向で推移。

資料：農林水産省 「畜産統計」、「牛乳乳製品統計」
注１：各年とも２月１日現在の数値。ただし、経産牛一頭当たり乳量は年度の数値（注６）。

 ２：平成31年以前の成畜50頭以上層戸数シェア及び頭数シェアは、学校、試験場等の非営利的な飼養者を除いた数値を用いて算出している。
   ３：一戸当たり経産牛頭数は、経産牛飼養頭数を成畜の飼養戸数で除して算出。

４：令和２年から統計手法が変更されたため、令和２年の統計手法を用いて集計した平成31年の数値を参考値として記載。
５：令和２年の対前年増減率は、平成31年の参考値との比較である。 
６：経産牛一頭当たり乳量は、翌年度に「当年度生乳生産量÷当年と翌年の経産牛頭数の平均」から算出。平成31年＜＞は、平成31年の参考値と令和２年の経産牛頭

数の平均を用いている。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
乳用牛の飼養動向について

乳用牛の飼養戸数は減少傾向にあり、また飼養頭数も減少傾向で推移しており、28年は１．９％減少し、生産基盤の強化が引き続き課題と認識しています。

一戸当たり経産牛飼養頭数は、増加傾向で推移しており、経営規模の大規模化が拡大しています。




29 30 31
31参考値
※注３

令和２
※注４

3 4 5 6 7

 戸 数（千戸） 50.1 48.3 46.3 45.6 43.9 42.1 40.4 38.6 36.5 34.0
(対前年増減率)(％) (▲3.5) (▲3.6) (▲4.1) － (▲3.7) (▲4.1) (▲4.0) (▲4.5) (▲5.4) (▲6.8)

     頭 数（千頭） 2,499 2,514 2,503 2,527 2,555 2,605 2,614 2,687 2,672 2,595
(対前年増減率)(％)  (0.8) (0.6)  (▲0.4) －  (1.1) (2.0) (0.3) (2.8) (▲0.6) (▲2.9)

１戸当たり(頭) 49.9 52.0 54.1 55.4 58.2 61.9 64.7 69.6 73.2 76.3
 うち  戸 数（千戸） 43.0 41.8 40.2 40.1 38.6 36.9 35.5 33.8 31.8 29.4
 繁殖雌牛  頭 数（千頭） 597 610 626 605 622 633 637 645 640 611

１戸当たり(頭) 13.9 14.6 15.6 15.1 16.1 17.1 17.9 19.1 20.1 20.8
 うち  戸 数（千戸） 11.3 10.8 10.2 10.1 10.0 9.7 9.5 9.5 9.6 9.5
 肥 育 牛  頭 数（千頭） 1,557 1,550 1,522 1,542 1,548 1,575 1,601 1,635 1,617 1,577
※注２ １戸当たり(頭) 137.8 143.5 149.2 152.7 155.1 161.7 168.8 171.7 168.7 166.0

   区    分   ／ 　  年 

肉用牛

肉用牛飼養戸数・頭数の推移

・ 飼養戸数は、減少傾向で推移。主に小規模層で減少。
・ 飼養頭数は、平成29年から増加傾向で推移していたが、令和６年及び７年は減少。

・ 一戸当たり飼養頭数は増加傾向で推移しており、大規模化が進展。 

・ 繁殖雌牛の飼養頭数は、平成28年から増加傾向で推移していたが、令和６年及び７年は減少。

資料：農林水産省「畜産統計」（各年２月１日現在）
注１：繁殖雌牛と肥育牛を重複して飼養している場合もあることから、両者の飼養戸数は肉用牛飼養戸数とは一致しない。

 ２：肥育牛は、肉用種の肥育用牛と、乳用種の和としている。
 ３：令和２年から統計手法が変更されたため、令和２年の統計手法を用いて集計した平成31年の数値を参考値として記載。
 ４：令和２年の対前年増減率は、平成31年の参考値との比較である。 
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
肉用牛の飼養動向について

肉用牛の飼養戸数、飼養頭数はともに減少傾向で推移しているものの、一戸当たりの飼養頭数は増加傾向にあります。

また昨年度まで、子取用めす牛の飼養頭数は減少傾向で推移してきましたが、28年は増加に転じ、前年度より9600頭増加して、58万9000頭となっております。
　




・ 飼養戸数及び飼養頭数は、減少傾向で推移。
・ 一戸当たり飼養頭数及び子取用雌豚頭数は増加しており、大規模化が進展。

豚飼養戸数・頭数の推移

資料：農林水産省「畜産統計」（各年２月１日現在）
 注１：平成27年及び令和２年は世界農林業センサスの調査年であるため比較できるデータがない。

また、平成28年及び令和３年の（ ）内の数値は、それぞれ平成26年及び平成31年との比較である。
２：肥育豚2千頭以上層戸数シェア及び頭数シェアは、学校、試験場等の非営利的な飼養者を除いた数値を用いて

算出している。 9

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
豚の飼養動向について

豚の飼養戸数は、小規模飼養者層を中心に減少傾向にあり、飼育頭数についても、28年は26年度と比べ２．３％減少しております。　　　　　

一方、一戸当たりの飼養頭数および子取用雌豚頭数は着実に増加しており、経営規模の大規模化が拡大しております。




・ 飼養戸数は、減少傾向で推移。主に小規模層で減少。

・ 成鶏めす飼養羽数は、令和３年以降減少傾向で推移していたが、令和６年はわずかに増加。
・ 一戸当たり飼養羽数は、増加傾向で推移しており、大規模化が進展。

鶏（採卵鶏）の飼養戸数・羽数の推移

資料：農林水産省「畜産統計」（各年２月１日現在） 注１：種鶏のみの飼養者を除く。 ２：10万羽以上層戸数シェア及び羽数シェアは、学
校、試験場等の非営利的な飼養者を除いた数値を用いて算出している。 ３：数値は成鶏めす羽数1,000羽未満の飼養者を除く数値。 
４：平成27年及び令和２年は世界農林業センサスの調査年であるため比較できるデータがない。 また、平成28年及び令和３年の（ ）内
の数値は、それぞれ平成26年及び平成31年との比較である。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
採卵鶏の飼養動向について

採卵鶏の飼養戸数は年率４～８％で減少していますが、成鶏めす飼養羽数は平成26年から増加傾向にあります。

また、一戸当たり飼養羽数は増加傾向で推移しており、経営規模の大規模化が拡大しています。





鶏（ブロイラー）の飼養戸数・羽数の推移

資料：農林水産省「畜産物流通統計」、｢畜産統計｣（各年２月１日現在） 注１：50万羽以上層戸数シェア及び羽数シェアは、学校、試験場等
の非営利的な飼養者を除いた数値を用いて算出している。 ２：平成25年以降の数値は、年間出荷羽数3,000羽未満の飼養者を除く数値で
ある。 ３：２月１日現在で飼養のない場合であっても、前１年間（前年の２月２日から当年の２月１日まで）に3,000羽以上の出荷があれば、
出荷戸数、出荷羽数、一戸 当たり出荷羽数に含めている。 ４：平成27年及び令和２年は世界農林業センサスの調査年であるため比較でき
るデータがない。また、平成28年及び令和３年の（ ）内の数値は、それぞれ 平成26年及び平成31年との比較である。 
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・ 飼養戸数は、減少傾向で推移しているものの、大規模層は増加傾向で推移。
・ 出荷羽数は、増加傾向で推移。
・ 一戸当たり飼養羽数及び出荷羽数は増加傾向で推移し、大規模層（年間出荷羽数50万羽以上）の
シェアは拡大傾向で推移。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ブロイラーの飼養動向について

ブロイラーの飼養動向について、飼養戸数は、近年減少傾向にあり、飼養羽数は、年度によって増減を繰り返しております。

一戸当たり飼養羽数及び出荷羽数は増加傾向で推移し、特に大規模層のシェアは拡大傾向にあります。





クリーム

バター

生クリーム

脱脂粉乳

チーズ

脱脂乳

固体

乳脂肪分

液体

その他

粉状

ﾎｴｲﾊﾟｳﾀﾞｰ

カード

ホエイ

液体

凝固

飲用牛乳

はっ酵乳
加工乳・乳飲料

脱脂濃縮乳

液体

生乳１００kgから
約９ｋｇ生産

生乳１００kgから
約５ｋｇ生産

生乳１００kgから
約９ｋｇ生産

生乳１００kgから
約２９ｋｇ生産

生乳１００kgから
約１０ｋｇ生産

パン、菓子、
飲料等

加熱殺菌

乾燥

酵素を加えて凝固
したものを分離

熟成

生         

乳

空気・水分を
抜きながら練る

濃縮して乾燥

濃縮

・ 牛から搾った生乳は牛乳をはじめ様々な食品となる。
・ 大きく分類すると①牛乳等、②脱脂粉乳・バター等、③チーズ等の３系統に分類される。

牛乳乳製品の製造工程

①

②

③

均質化等

遠心分離により
乳脂肪分を分離
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実需者

酪
農
家

乳業農
協
・酪
農
協
・事
業
協
同
組
合
等

第１号
対象事業者

（指定団体、生乳販
売業者等）

指定事業者
（１又は２以上の
都道府県の区域
で集乳を拒否し
ない事業者）

※ うち、生乳生産
者団体であるものを
「指定生乳生産者団

体」という

農
協
連
・酪
連
等

○ 対象事業者（第１～３号）は、毎年度、生乳又は乳製品の年間販売計画を作成して農林水産大臣に提出し、基準を
満たしていると認められれば、加工に仕向けた量に応じて生産者補給金等が交付（交付対象数量が上限）。

○ 第１号対象事業者のうち、集乳を拒否しない等の要件を満たす事業者は「指定事業者」として指定され、加工に仕向
けた量に応じて集送乳調整金が交付。

第２号対象事業者＝乳業に直接生乳を販売する酪農家

第３号対象事業者＝乳製品を加工販売する酪農家

第１号対象事業者＝生乳を集めて乳業に販売する事業者

消費者

価格は両
者が個別
に決定

卸・小売

牛乳乳製品の流通

・パン工場
・飲料メーカー等
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牛肉 豚肉

牛肉・豚肉の流通

生体 枝肉 部分肉 精肉

豚肉 約60kg約80kg約70％ 約70％ 約90％約110kg

牛肉

（和牛）
約330kg約470kg 約71％ 約90％約750kg 約300kg

約50kg

【参考：食肉（牛肉・豚肉）の歩留まり】

約63％

〇 消費地における集分荷・物流機能
 〇 多数の購買者が価格をセリ合い一番高い価格をつけた者が買い受ける

「セリ売」により枝肉卸売価格を形成（→建値形成の機能）

生産
農家

食肉卸売市場

食肉センター

 ○ と畜・解体から部分肉等への
処理までを実施

 ○ 合理的な物流を実現する
供給基地の役割

 ○ 卸売市場の価格を参考にした
取引（建値取引）

その他と畜場

 ○ 卸売市場の価格を参考にした

取引（建値取引）

外
食
店

量
販
店

小
売
店

消
費
者

輸入食肉

卸売業者

食肉加工業者

輸出
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
値は食肉鶏卵課めぐじ参考



○ 牛肉の枝肉販売価格は、畜産農家にとっては主要な収入となる一方、食肉流通業者にとっては仕入れ値に相当するものであるこ
とから、公正・公平な肉質評価基準の下、円滑な取引を確保していくことが重要。

○ （公社）日本食肉格付協会では、全国統一の取引規格として「牛枝肉取引規格」を定め、個体ごとに格付を実施。格付は全国統一
の取引の「モノサシ」として、価格形成に当たっての信頼し得る客観的指標となっている。

○ 具体的な格付方法は、
① 「枝肉」（図1）の状態で、枝肉から実際使用できる部分肉が得られる度合いに係る「歩留等級（Ａ～Ｃの３段階、表１）」、
② 筋肉内（第６～第７肋骨間）の脂肪交雑（「サシ」、「霜降り」）度合い※など品質に係る「肉質等級（５～１の５段階、表２）」

※ 脂肪交雑の度合いは、ＢＭＳ（Beef Marbling Standard）により、12段階で評価。

 を組み合わせた15段階で判定（表３）
○ なお、「肉質等級」は、脂肪交雑、肉色、肉の締まり・きめ及び脂肪色の４項目で判定しており、その項目別等級のうち、最も低い等

級を格付として決定（表２）

等級 歩留基準値 歩 留

Ａ ７２以上 部分肉歩留が標準より良いもの

Ｂ ６９以上７２未満 部分肉歩留の標準のもの

Ｃ ６９未満 部分肉歩留が標準より劣るもの

表１ 歩留等級区分

図１ 枝肉

肉質等級
(例)
３

脂肪交雑（ＢＭＳ） ４

肉の色沢 ４

肉の締まり及びきめ ３

脂肪の色沢と質 ４

表２ 肉質等級判定

資料：（公社）日本食肉格付協会

表３ 格付規格の表示区分

5 4 3 2 1

A A5 A4 A3 A2 A1

B B5 B4 B3 B2 B1

C C5 C4 C3 C2 C1

肉　質　等　級
歩留等級

高 低

図３ ５等級の枝肉図２ ３等級の枝肉

牛肉の格付けの仕組み

15



資料：農林水産省「畜産統計(令和７年２月現在)」、「畜産物流通統計」、財務省「貿易統計」、（独）家畜改良センター「牛個体識別全国データベースの集計（令和６年度） 」

繁殖・肥育一貫農家
育成・肥育一貫農家

牛肉供給量
約８６０千㌧
（部分肉ベース）

国産
約３５３千㌧

（41.1％）

輸入
約５０６千㌧
 （58.9％）

その他肉専用種農家

和牛
約１８1千㌧
 （21.1％）

交雑種(Ｆ１)
約９３千㌧
 （10.8％）

乳用種
約７８千㌧
 （9.1％）

と畜頭数
約3千頭

酪農家

２歳以上頭数
（ R6.2→R7.2 ）
８９０→８８１千頭 

受精卵移植産子

育成・肥育一貫農家

と畜頭数
約256千頭

育成農家 肥育農家

交雑種(Ｆ１)
約559千頭

肥育もと牛

繁殖農家

肥育農家

と畜頭数
約548千頭

肥育もと牛

和牛経産牛

肥育牛
約834千頭

子取り用めす牛頭数
（R6.2→R7.2）

640千頭 →611千頭

和
牛
生
産

交
雑
種
（ 

Ｆ
１
）生
産

乳
用
種
生
産

 冷蔵・冷凍
 約506千㌧
 （部分肉ﾍﾞｰｽ）

輸
入
牛
肉

育成農家

乳用種経産牛

肥育農家

育成・肥育一貫農家
と畜頭数
約301千頭

肥育もと牛
ヌ
レ
子

ヌ
レ
子

（  

和
牛

×

乳
用
種

）

乳用種
約184千頭

その他
約１千㌧
（0.1％）

※その他には、子牛を含む

肉用牛の生産構造

そ
の
他

※令和６年度
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食
鳥
処
理
場

輸出（鶏肉/鶏肉調製品※２ ）

生産・処理・流通が一体化した
インテグレーション化の進展

正肉肉用鶏
生産量

1,690千トン
（65%）

輸入量
914千トン

（35%）

インテグレーション化した企業が
国産鶏肉の９割以上を取り扱い

生
産
農
家

※１：R5年度食料需給表（採卵鶏を含む）
※２：唐揚げ、焼き鳥、フライドチキン、チキンナゲット、サラダチキン等

荷受業者

加工品

小売

外食店

加工

消費者

輸入
（鶏肉/鶏肉調製品※２）

※１

※１

輸出量 0.2％
輸出割合＝輸出量/国内生産量※１

鶏肉の流通
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輸入量
110千トン

（4％）

輸出（殻付き卵、加工卵※２）

Ｇ
Ｐ
セ
ン
タ
 

ー

生

産

農

家

（割卵・ゆで卵等）

輸入鶏卵

（製菓・製パン・
マヨネーズ等）

    

生産量
2,478千トン（96％）

※１：R5年度食料需給表
※２：温泉たまご、錦糸卵等

小売

外食店

二次加工業者

消費者

一次加工業者

荷受業者

直売等

50
%

30
%

20
%

輸出量 １％
輸出割合＝輸出量/国内生産量

※１

※１

※１

鶏卵の流通
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111.5

15.1

8.5
5.07.3

育児用粉乳

ベトナム
カンボジア
台湾
香港
その他

23.1

14.4

9.67.8
7.3

4.1

4.1
3.8

3.8
3.6

9.0

アイスクリームその他氷菓

台湾
香港
アメリカ合衆国
中華人民共和国
シンガポール
マレーシア
大韓民国
オーストラリア
カナダ
タイ
その他

12.9
3.2

2.6

0.8 0.7

LL牛乳等

香港
シンガポール
台湾
タイ
その他

資料：財務省「貿易統計」

牛乳乳製品の輸出

主要品目の国・地域別輸出額（令和6年（2024年））

○ 牛乳乳製品の主な輸出先は、ベトナム、台湾、香港等。
○ 平成23年の東京電力福島原子力発電所事故の発生に伴い大きく減少したものの、徐々に原発事故による諸外国の食品

等の輸入規制が撤廃もしくは緩和された平成24年以降は増加傾向にある。令和4年に過去最高額となって以降、3年連続
で300億円を超えている。

○ なお、中国向けの輸出については、平成22年の我が国における口蹄疫の発生及び平成23年東京電力福島原子力発電
所事故により、放射性物質関連証明書及び衛生証明書様式が合意に至っていないことから、アイスクリームその他氷菓以
外の牛乳乳製品の輸出は、事実上停止している。

○ 「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、品質が高く評価されている強みを活かし、香港、台湾を始めとするア
ジア諸国・地域を中心に輸出拡大を目指しているところ。

19

（億円） 品目別輸出金額の推移

総額
20.2億円

総額
90.6億円

総額
147.4億円

総額
25.5億円

60.4 

27.3 36.6 

67.8 
95.8 

125.6 
143.8 153.1 

184.4 

222.1 
243.9 

319.3 
307.9 

305.5 

0

50

100

150

200

250

300

350

23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 R1年 2年 3年 4年 5年 6年

LL牛乳等

育児用粉乳

チーズ

アイスクリームその他氷菓

その他

11.3

5.2

4.1

2.0
2.8

チーズ

台湾
香港
ベトナム
タイ
その他



○ 2024年の輸出実績は648億円（10,826トン）で、輸出額全体の約６割はアジア向け。
○ 「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、

・輸出先国の求める衛生基準に適合した食肉処理施設の整備・認定迅速化
・産地ごとに生産者・食肉処理施設・輸出事業者等が連携して生産から輸出まで一貫して輸出促進を図る「コンソーシアム」の取
組等により、2030年の輸出目標1,132億円の達成に向け、更なる輸出促進を図る。

国産牛肉の輸出

牛肉の輸出実績
（貿易統計ベース）

前年比
（2024年）

金額：112%
数量：122% 

米国 ｶﾅﾀﾞ 香港 NZ
ｵｰｽ
ﾄﾗﾘ
ｱ

ｱﾙ
ｾﾞﾝﾁ

ﾝ

ｳﾙｸﾞ
ｱｲ

EU
ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰ
ﾙ

ﾒｷ
ｼｺ

ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ

ﾌﾞﾗ
ｼﾞﾙ

台湾
ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ

ﾏﾚｰ
ｼｱ

UAE
ｻｳｼﾞ
ｱﾗﾋﾞ

ｱ

ｶﾀ
ｰﾙ

ﾊﾞｰ
ﾚｰﾝ

ﾏｶｵ タイ
ミャン
マー

ﾛｼｱ
等

ﾍﾞﾄ
ﾅﾑ

施設数 17 11 15 17 11 4 3 14 21 11 17 3 30 3 2 5 3 9 6 79 85 53 4 69

2025年９月時点輸出国・地域別の施設認定状況

牛肉の輸出実績（国・地域別）

【検疫協議・施設認定の状況】
○ 輸出国・地域別の施設認定状況は別表のとおり。

（億円）（トン）

※ 正肉、牛くず肉の合計。ただし、2022年以降は加工品も含む。
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2024年
輸出額

648億円
3,560 4,340 4,845 7,879 7,847 

8,858 

10,826 

247 
297 289 

537 
520 

578 

648 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

輸出量

輸出額



バンカーサイロラップサイレージ 乾草ロール

パン屑 エコフィード
（例：リキッド飼料）

配合飼料

家畜飼料の種類

濃厚飼料

○ エネルギーやたんぱく質が豊富で、これらの供給源として重
要な飼料。穀物や食品製造副産物がある。

○ 主に配合飼料として給与される。

粗飼料

○ 生草は腐敗しやすいが、繊維質が多く、エネルギーやたんぱく質が少ない飼料。牧草
や稲わらなどがある。草食家畜である牛などにとっては栄養源となるだけでなく、消化
機能を安定させるため、生理的に必須の飼料。

○ 生草は腐敗しやすいが、乾草（乾燥）、サイレージ（乳酸発酵させて貯蔵性を高めた
エサ、塩ヌキの漬け物のようなもの）にして貯蔵できる。

牛・羊等草食家畜の飼料

豚・鶏の飼料（粗飼料は通常給与しない）

稲わら

牧草 青刈り
とうもろこし

稲WCS
（ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ）

・生草（放牧）
・乾草
・サイレージ

サイレージ

食品製造副産物

・サイレージ

・サイレージ ・乾草

とうもろこし

＜配合・加工・給与例＞

＜調製・給与例＞

＜調製・保管・給与例＞

大麦 こうりゃん

※子実の部分のみ

※茎・葉・実を含む
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